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児
童
手
当
・
医
療
費
助
成
金

か
の
や

子
育
て
ガ
イ
ド
④

  

児
童
手
当

　

平
成
18
年
４
月
か
ら
制
度
が
改

正
さ
れ
小
学
校
６
年
生
ま
で
を
養

育
し
て
い
る
人
に
支
給
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

現
在
児
童
手
当
を
受
け
て
い
な
い

人
　

平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で
に
申

請
し
た
場
合
、
平
成
18
年
４
月
分

ま
で
を
上
限
と
し
て
さ
か
の
ぼ
っ

て
支
給
し
ま
す
。
で
き
る
だ
け
９

月
上
旬
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。（
９
月
以
前
に
支
給
要
件
に

あ
て
は
ま
っ
て
い
た
月
分
に
限
り

ま
す
）

※
小
学
校
３
年
生
ま
で
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
は
す
ぐ
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
手
当
は
翌

月
分
か
ら
支
給
し
ま
す
。

現
在
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人

　

小
学
校
５
、６
年
生
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
は
、「
額
改
定

請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
制
度
改
正
に
よ
り
新
た
に
対
象

と
な
る
小
学
校
４
〜
６
年
生
に

つ
い
て
も
、
平
成
18
年
10
月
１

日
以
降
の
申
請
の
場
合
、
支
給

は
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

支
給
額
（
月
額
）

　

第
１
子
・
２
子
＝
５
，０
０
０
円

　

第
３
子
以
降
＝
１
０
，０
０
０
円

支
払
時
期

　

６
月
・
10
月
・
２
月

  

児
童
扶
養
手
当

　

父
親
が
い
な
い
児
童
又
は
父
親

が
重
度
障
害
者
の
児
童
の
母
親
や
、

母
親
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る

人
に
支
給
し
ま
す
。

　

支
給
期
間
は
、
該
当
す
る
児
童

が
18
歳
に
な
っ
た
日
以
降
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
（
障
害
の
あ
る

児
童
に
つ
い
て
は
20
歳
未
満
）
で

す
。

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
、

公
的
年
金
の
給
付
を
受
け
て
い
る

場
合
や
対
象
児
童
が
乳
児
院
や
児

童
養
護
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い

る
場
合
、
ま
た
母
親
に
事
実
上
婚

姻
と
同
様
の
状
態
に
あ
る
男
性
が

い
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

支
給
額
（
月
額
）

全
部
支
給（
対
象
児
１
人
の
場
合
）

＝
４
１
，
７
２
０
円

一
部
支
給（
対
象
児
１
人
の
場
合
）

＝
９
，
８
５
０
円
〜

　
　
　
　
　

４
１
，
７
１
０
円

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

法
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

障
害
を
持
つ
20
歳
未
満
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
父
又
は
母
、
も
し

く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て

い
る
人
に
支
給
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
、

対
象
児
童
が
障
害
を
支
給
理
由
と

し
て
公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
場

合
や
心
身
障
害
児
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

支
給
額
（
月
額
）

一
級
（
対
象
児
１
人
の
場
合
）

＝
５
０
，
７
５
０
円

二
級
（
対
象
児
１
人
の
場
合
）

＝
３
３
，
８
０
０
円

  

乳
幼
児
医
療
費
助
成
金

　

小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
に
か

か
る
医
療
費
の
う
ち
、
保
険
診
療

に
よ
る
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま

す
。

助
成
額
（
月
額
）

０
歳
〜
３
歳
未
満
児
＝
全
額
助
成

３
歳
〜
６
歳
児
（
小
学
校
就
学

前
ま
で
）
＝
３
，０
０
０
円
を

超
え
る
額
を
助
成

※
吾
平
町
居
住
者
は
６
歳
の
誕
生

月
ま
で
全
額
助
成

  

ひ
と
り
親
家
庭

　
　
　

  

医
療
費
助
成
金

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
又
は
母
及

び
児
童
、
並
び
に
父
母
の
な
い
児

童
に
か
か
る
医
療
費
の
う
ち
、
保

険
診
療
に
よ
る
自
己
負
担
分
を
全

額
助
成
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

　

助
成
期
間
は
、
該
当
す
る
児
童

が
18
歳
に
な
っ
た
日
以
降
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
（
父
又
は
母
の

場
合
は
末
子
が
該
当
す
る
期
間
ま

で
）
で
す
。

  

母
子
家
庭
へ
の

　
　
　

  　

自
立
支
援

　

母
子
家
庭
の
母
親
が
、
就
職
に

役
立
つ
技
能
や
資
格
取
得
の
た
め

に
講
座
を
受
講
し
た
り
、
専
門
学

校
等
で
修
業
し
て
い
る
場
合
に
助

成
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
額　

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

教
育
訓
練
の
た
め
の
講
座
等

（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、
医
療
事

務
等
）
を
受
講
し
た
場
合
、
受

講
費
の
40
％
（
８
，
０
０
０
円

以
上
で
２
０
０
，
０
０
０
円
を

限
度
）
を
支
給
し
ま
す
。

高
等
技
能
訓
練
促
進
費

　

就
職
に
有
利
な
資
格
（
看
護

師
、
保
育
士
等
）
取
得
の
た
め

に
２
年
以
上
の
養
成
機
関
に
在

籍
し
て
い
る
場
合
、
修
業
期
間

の
３
分
の
１
の
期
間
に
、
月
額

１
０
３
，
０
０
０
円
を
支
給
し

ま
す
。
た
だ
し
、
受
給
資
格
や

対
象
と
な
る
講
座
、
取
得
資
格

等
に
は
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
、
ひ
と
り
親
家
庭
医
療

費
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
所
得

及
び
現
況
を
確
認
す
る
た
め
、

毎
年
８
月
中
に
現
況
届
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

現
在
受
給
中
の
人
に
は
文
書
で

通
知
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
育
て
支
援
課

　

☎
０
９
９
４

－

43

－

２
１
１
１

　
　
　
　
　

   （
内
線
３
１
４
２
）

　

各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

　

つ
ど
い
の
広
場「
ひ
よ
こ
」は
、

乳
幼
児
（
０
〜
３
歳
）
を
持
つ

親
と
そ
の
子
ど
も
が
気
軽
に
集

い
交
流
で
き
る
場
所
で
す
。

開
設
日
時

　

毎
週
火
・
木
・
金
曜
日
の

　

10
時
〜
17
時

場
所

　

鹿
屋
東
地
区
学
習
セ
ン
タ
ー

　

保
育
室
（
新
川
町
）

　

☎
０
９
９
４

－

31

－

１
１
９
０

※
開
設
日
以
外
の
日
も
保
育
室

は
毎
日
開
放
し
て
い
ま
す
。

内
容

・
親
子
の
交
流
、
集
い
の
場
の
提

供
・
子
育
て
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ

る
、
子
育
て
相
談
（
毎
週
木

曜
日
・
事
前
に
予
約
が
必
要
）

・
地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の

提
供

・
子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に

関
す
る
講
習

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
子
育
て
支
援
課

　

☎
０
９
９
４

－

31

－

１
１
３
４

７/18
オープン

鹿屋警察署

鹿屋中央高校

鹿屋ひ尿器科

鹿屋東地区
学習センター

一里山交差点

日　時　７月 18日（火）　午前 10時～
場　所　鹿屋東地区学習センター
内　容　赤ちゃんとお母さんのリトミック
　　　　講師　沢田五己先生
　　　　　 ※リトミックとはリズムに合わせて体を動かす運
　　　　　　  動です。運動のできる格好でお越しください。

～子育ての仲間づくりや育児相談ができます～


